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 平成26年６月27日（金曜日） 

 午前10時 
 

場 所 
 
 和歌山市七番丁２６－１ 

 ダイワロイネットホテル和歌山 

 ４階 「グラン」 
 
※会場が前回と異なっております。 
お間違えのないようご来場願います。 
(同封の会場ご案内図をご参照ください) 
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証券コード 8370 
平成26年６月９日 

株主の皆さまへ 
 

和歌山市本町１丁目35番地 
株式会社  紀 陽 銀 行 
取締役頭取 片 山 博 臣 

 
第204期定時株主総会招集ご通知 

 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、当行第204期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください
ますようご通知申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）により議
決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くだ
さいまして、平成26年６月26日 (木曜日）午後５時までに議決権を行使いただきますよ
うお願い申しあげます。 
 
【書面による議決権行使】 
 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに
到着するようご返送ください。 
 
【電磁的方法（インターネット）による議決権行使】 
 後記の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて｣（54頁から55頁まで）
をご参照のうえ、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から当行の指定する議決権行
使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って議案
に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。 
 
【重複行使の取り扱い】 
（1）議決権行使書用紙とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イ

ンターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますので
ご了承ください。 

（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使され
た内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話
で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていた
だきます。 

敬具   
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記 
1. 日  時  平成26年６月27日（金曜日）午前10時 
2. 場  所  和歌山市七番丁２６－１ 
        ダイワロイネットホテル和歌山 
        ４階 「グラン」 
3. 株主総会の目的である事項 

報告事項 1. 第204期〔 平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 〕事業報告および計算書類の内容報告の件 
 2. 第204期〔 平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 〕連結計算書類の内容ならびに会計監査人 
  および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

 決議事項 
第１号議案 剰余金の処分の件 
第２号議案 取締役12名選任の件 
第３号議案 監査役１名選任の件 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申しあげます。 
 
○ 株主でない代理人および同伴の方など、株主以外の方は総会にご出席いただけませんのでご注意願い

ます。また、定款の定めにより代理人により議決権を行使される場合は、代理権を証する書面をご提
出ください。 

 
○ 事業報告、計算書類、連結計算書類および株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要が生じ

た場合は、修正後の事項をインターネット上の当行ウェブサイト（http://www.kiyobank.co.jp/）
に掲載いたしますのでご了承ください。 



02_0156801102606.docx 
㈱紀陽銀行様 招集 2014/05/19 19:28:00印刷 1/14 
 

 

― 3 ― 

添付書類 
第204期〔平成25年４月１日から平成26年３月31日まで〕事 業 報 告 

 
1．当行の現況に関する事項 
（1）企業集団の事業の経過及び成果等 
当行グループは、銀行業務を中心に、電子計算機関連業務、事務代行業務、信用保証業務、クレジッ

トカード業務、リース業務等金融サービスにかかる事業を行っております。これらグループ企業の総力
を結集することで、お客さまの様々なニーズにお応えできる質の高い金融サービスを提供することによ
り、地域の発展に貢献するとともに、経営基盤の強化に努めております。 

 
国内経済 

当期のわが国経済は、政府の各種経済対策や日本銀行の金融緩和の効果などにより、円安・株高傾向
が強まるなか、企業・家計の景況感の好転や復興需要等の支えにより国内需要が底堅く推移し、緩やか
な景気回復の動きが続きました。さらに、年明けから年度末にかけては、耐久消費財を中心に消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要の強まりから、個人消費や生産などに増加がみられました。 

 
地域経済 

和歌山県および大阪府経済は、経済対策の効果や輸出環境の改善などを背景に徐々に持ち直しの動き
に広がりがみられました。防災関連や国土強靱化関連の公共工事や住宅投資が下支えするなか、円安や
国内景気の回復などを背景に、企業景況感が改善されました。また、消費税率引き上げに伴う駆け込み
需要の高まりもみられ、個人消費は持ち直しの動きが続きました。 
このような状況下、和歌山県では、本年予定される「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録 

10周年イベントや、平成27年の「紀の国わかやま国体・大会」開催および「高野山開創1200年記念
大法会」などに向けて、近畿自動車道紀勢線や京奈和自動車道などの道路交通インフラの整備が進みま
した。 
また、大阪府では、関西国際空港で格安航空会社（ＬＣＣ）を中心に新規就航や路線拡大などが相次

ぎ外国人観光客も増加するなか、大阪市を中心として複数の高層ビル建設が進み、ＪＲ大阪駅周辺や阿
倍野周辺での再開発事業などを筆頭に府内各地で商業施設等の開発や開業がみられました。 

 
金融情勢 

金融面では、長期金利は４月の日本銀行の「量的・質的金融緩和」の導入により、一時0.3％台まで
急低下したものの、５月後半にかけて景気回復期待等から1.0％近くまでの急上昇となりました。 
その後は、日本銀行の国債買入等による好需給等を背景に低下し、年度末には0.6％台での推移とな

りました。 
日経平均株価につきましては、日本銀行の金融緩和を受けた円安の進行等から、５月後半にかけて一

時15,000円台後半まで上昇いたしましたが、その後は、米国金融緩和の早期縮小観測や中国経済の不
透明感などから14,000円台前後での推移が続きました。12月には、経済指標の改善を受けた景気回復
期待などから16,000円台まで上昇いたしましたが、年明け以降は、新興国経済の鈍化懸念などから調
整が進み、年度末にかけて概ね14,000円台での推移となりました。 
為替相場につきましては、年度始めには、日本銀行の金融緩和の影響から103円台まで円安が進行い

たしましたが、その後は急速に円高が進み、６月には一時93円台をつけました。年度後半にかけては、
米国金融緩和の縮小開始決定等により105円台まで円安が進行した後は、新興国経済の鈍化懸念などか
ら再び円が買い戻され、102円台での推移となりました。 
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当行グループの業況 
このような金融経済環境下、当行グループは、お客さまから選ばれ続ける銀行を目指す方針のもと、

お客さまの利便性向上に努めるとともに、より充実した金融商品、金融サービスの提供に注力し、業績
の向上と経営体質の強化に取り組み、金融機能強化法に基づき平成18年にご支援いただきました公的
資金を平成25年９月に全額返済いたしました。 
また、当行は、平成25年10月１日に株式会社紀陽ホールディングスを吸収合併いたしました。 

 
これらの取り組みの結果、貸出金や預金等の残高が順調に増加するとともに、損益につきましては、

債券関係損益を中心に有価証券関係損益が当初見込みを上回ったことや、与信関連費用が低調なことも
あり、当初計画を上回る利益を計上することができました。 
しかしながら、本業の収益の中心である資金利益などにつきましては、市場金利低下などの影響から

貸出金利回りが低下し、貸出金利息が減少したほか、有価証券利息配当金も減少するなど、本業の収益
環境は依然厳しい状況が続いております。 

 
以上により、連結経常収益は763億46百万円、連結経常費用は614億49百万円、連結経常利益は

148億97百万円となりました。 
 

これらを受け、当期の配当金につきましては、普通株式1株につき30円をお支払いする予定でありま
す。 
なお、株式会社紀陽ホールディングスとの合併に伴い、株式会社紀陽ホールディングス普通株式10

株につき当行普通株式１株の割当てを行っております。 
 
当期末の主要勘定の状況は、以下のとおりとなりました。 
貸出金は、期中242億円増加し、２兆6,001億円となりました。 
預金は、個人預金や法人預金を中心に安定的な資金調達を推し進めましたことから、期中460億円増

加し、３兆5,824億円となりました。 
有価証券は、期中1,423億円増加し、１兆1,269億円となりました。 

 
また、連結自己資本比率（国内基準）は、11.20％（速報値）となりました。 

 
対処すべき課題 

現在取組みを行っている「第３次中期経営計画｣（基本方針“「お客さまから選ばれ続ける銀行」を目
指す”）は平成27年３月期で最終期を迎えます。 
また、当行では、平成27年５月に「創立120周年」を控えており、平成27年３月期は、｢120周年」

を迎えるための重要な節目の期であると考えています。 
このことから、従来にも増して地域のお客さまにご満足いただけるサービスを追求し、お客さまのお

役に立つための取り組みに、最大限の努力を行ってまいります。 
 

当行の存立基盤は地域社会であります｡「良識ある企業市民」として、社会的責任と公共的使命を十
分に認識し、健全な事業活動ならびに社会貢献活動を通じて、地域社会からの揺るぎない信頼の確保に
引き続き努めます。 

 
加えて、経営の健全性、安定性、および透明性がより一層高められるように、リスク管理や収益管理

の高度化に努めるとともに、より高いコーポレートガバナンスの確立に引き続き注力してまいります。   
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また、当行グループが営業を行う地域は、近い将来、東南海・南海地震が発生する可能性が高いとい
われている地域であり、緊急事態発生時の実効性ある初動態勢や業務継続態勢の構築・整備を進めてお
ります。 

 
これからも当行は、お客さまの満足を第一とする心を大切にし、お客さまの良き相談相手として知恵

を絞り、汗をかき行動する銀行として、目標とする「お客さまから選ばれ続ける銀行」の実現に向け邁
進してまいります。 

 
株主やお取引先の皆さまには、今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。 

 
（2）企業集団及び当行の財産及び損益の状況 
 
  イ．企業集団の財産及び損益の状況 

（単位：億円）  
 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

連 結 経 常 収 益 843 815 849 763 

連 結 経 常 利 益 129 161 288 148 

連 結 当 期 純 利 益 84 92 199 104 

連 結 包 括 利 益 115 215 295 94 

連 結 純 資 産 額 1,500 1,682 1,777 1,829 

連 結 総 資 産 37,618 38,470 39,213 40,585 
 （注） 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 当行は、平成25年10月１日に株式会社紀陽ホールディングスを吸収合併しており、平成22年度から平成
24年度は合併前の計数を記載しております。
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  ロ．当行の財産及び損益の状況 
（単位：億円）  

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 
預 金 33,648 34,470 35,400 35,896 
 定 期 性 預 金 18,612 18,410 18,297 18,232 
 そ の 他 15,035 16,059 17,103 17,664 
社 債 150 130 100 200 
貸 出 金 25,051 25,462 25,828 26,079 
 個 人 向 け 7,969 8,122 8,045 8,061 
 中 小 企 業 向 け 11,327 11,474 11,455 11,254 
 そ の 他 5,754 5,865 6,327 6,763 
商 品 有 価 証 券 41 20 14 5 
有 価 証 券 8,781 10,709 9,864 11,295 
 国 債 2,885 4,528 3,933 4,634 
 地 方 債 2,033 1,949 1,531 1,512 
 そ の 他 3,862 4,232 4,399 5,148 
総 資 産 37,614 38,469 39,203 40,503 
内 国 為 替 取 扱 高 263,282 267,714 279,848 293,442 

外 国 為 替 取 扱 高 
百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

1,048 1,155 1,227 1,198
経 常 利 益 

百万円 百万円 百万円 百万円

12,923 15,036 27,751 15,796
当 期 純 利 益 

百万円 百万円 百万円 百万円

8,332 8,658 19,293 12,094
１株当たり当期純利益 

円  銭 円 銭 円 銭 円   銭

11 41 11 94 281 90 173 24
 
（注） 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 平成24年度の１株当たり当期純利益については、当行は、平成25年10月１日に株式会社紀陽ホールディ
ングスを吸収合併しており、株式会社紀陽ホールディングス普通株式10株につき当行普通株式１株の割当
てを行ったため、平成24年度の期首に当該割当てが行われたと仮定して算出し、遡及処理後の数値を記載
しております。 
また、平成25年度の１株当たり当期純利益についても、平成25年度の期首に当該割当てが行われたと仮定
して算出しております。 
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（3）企業集団の使用人の状況 
 

 
当  年  度  末 前  年  度  末 

銀 行 業 そ の 他 銀 行 業 そ の 他 
使  用  人  数 2,242人 463人 2,242人 248人 
 （注） 1. 使用人数は、就業者数で記載しており、嘱託および臨時雇員を含んでおりません。 

2. 当行は、平成25年10月１日に株式会社紀陽ホールディングスを吸収合併しており、前年度末は合併前の計
数を記載しております。  

 
（4）企業集団の主要な営業所等の状況 
 
  イ．銀行業 
   ① 営業所数の推移 
 

 当  年  度  末 前  年  度  末 
和 歌 山 県 

店

６８
うち出張所

（ ７ ）
店 

６８ 
うち出張所 

（  ７ ）
大 阪 府 ３７ （  ― ） ３６ （  ― ）
奈 良 県 ２ （  ― ） ２ （  ― ）
東 京 都 １ （  ― ） １ （  ― ）
合 計 １０８ （  ７ ） １０７ （  ７ ）

 （注） 1. 和歌山県の当年度末営業所数の中にはインターネット上の仮想店舗であるインターネット支店が含まれま
す。 

2. 上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を164か所 (前年度末163か所)、株式会社ローソン・
エイティエム・ネットワークスとの提携による共同の店舗外現金自動設備を10,149か所 (うち当行管理分
113か所) [前年度末9,712か所 (うち当行管理分115か所) ]それぞれ設置しております。株式会社セブン
銀行 (店舗外現金自動設備17,957か所) [前年度末16,612か所]とも提携しているほか、株式会社イオン銀
行 (店舗外現金自動設備4,286か所) [前年度末2,161か所]との提携をしております。 
また、株式会社ステーションネットワーク関西 (店舗外現金自動設備99か所) との提携を平成25年４月１
日より開始しております。 

3. このほか、両替業務を主とする関西国際空港出張所 (泉佐野市)、商品・サービスの案内を主とする紀陽銀
行ｉプラザイズミヤ和歌山店出張所 (和歌山市)、資産運用相談を主とする紀陽お城の前の相談室 (和歌山
市)、中小企業・個人事業主の方々の事業融資にお応えする専用窓口としての紀陽ビジネスサポートセンタ
ー (和歌山市)、住宅関連融資の相談受付を主とする紀陽住宅ローンセンター (和歌山市)、紀陽東岸和田住
宅ローンセンター (岸和田市)、紀陽和泉中央住宅ローンセンター (和泉市)、紀陽堺住宅ローンセンター
(堺市堺区)、紀陽藤井寺住宅ローンセンター (藤井寺市)、紀陽堂島住宅ローンセンター (大阪市北区)、紀
陽大阪中央住宅ローンセンター (大阪市中央区)、紀陽大和高田住宅ローンセンター (大和高田市)、紀陽狭
山住宅ローンセンター (大阪狭山市)、紀陽八戸ノ里住宅ローンセンター (東大阪市) を設置しておりま
す。 
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   ② 当年度新設営業所  
営 業 所 名 所   在   地 

八戸ノ里支店 東大阪市下小阪２丁目14番16号 
 （注） 1. 上記の他、紀陽八戸ノ里住宅ローンセンターを八戸ノ里支店内に開設いたしました。 

2. 当年度において「大阪東支店」を移転し、｢上本町支店」に名称変更いたしました。 
3. 当年度において店舗外現金自動設備を鳳支店鳳駅出張所、紀の川支店イオンモール和歌山出張所の２ヶ所
に設置いたしました。 

4. 当年度において店舗外現金自動設備のうち、紀三井寺支店ダイエー和歌山店出張所の１ヶ所を廃止いたし
ました。 

 
  ロ．その他 
    銀行業以外のその他の事業については、｢(6) 重要な親会社及び子会社等の状況」をご参照くだ

さい。 
 
（5）企業集団の設備投資の状況 
 
  イ．設備投資の総額 

（単位：百万円）  
事業セグメント 金       額 

銀行業 4,476 

その他 452 

合 計 4,929 
 
  ロ. 重要な設備の新設等 

（単位：百万円）  
事業セグメント 内      容 金     額 

銀行業 事務機械 498
 
（6）重要な親会社及び子会社等の状況 
  イ．親会社の状況 
     該当事項はありません。 
    なお、当行は、平成25年10月１日に当行を吸収合併存続会社、当行の親会社であった株式会社

紀陽ホールディングスを吸収合併消滅会社として合併しております。 
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  ロ．子会社等の状況 
 

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設立年月日 資本金 
当行が有する 
子 会 社 等 の 
議 決 権 比 率 

その他

紀 陽 ビ ジ ネ ス 
サ ー ビ ス 株 式 会 社 

和歌山市中之島 
    2240番地 

事 務 代 行 業 務
労働者派遣業務 平成15年９月30日

百万円 
60 100％ － 

阪和信用保証株式会社 和歌山市中之島     2240番地 信 用 保 証 業 務 昭和54年７月11日
百万円 
480 100％ － 

紀 陽 リ ー ス ・ 
キャピタル株式会社 

和歌山市 
  七番丁24番地 

リ ー ス 業 務
ベ ン チ ャ ー
キャピタル業務

平成８年１月９日
百万円 
150 66.7％ 

（40％）（注）１

株式会社紀陽カード 和歌山市本町   四丁目45番地 
ク レ ジ ッ ト
カ ー ド 業 務 平成２年９月５日

百万円 
60 55％ 

（50％）（注）１

株 式 会 社 紀 陽 
カ ー ド デ ィ ー シ ー 

和歌山市本町 
  四丁目45番地 

ク レ ジ ッ ト
カ ー ド 業 務 平成２年９月５日

百万円 
90 88.2％ 

（12.7％） － 

紀 陽 情 報 シ ス テ ム 
株 式 会 社 

和歌山市中之島 
    2240番地 

電子計算機関連
業 務 昭和60年２月１日

百万円 
80 50％ （注）１

 （注） 1. 銀行法施行規則第14条の12第１号に規定する子法人等であります。
2. 当行が有する子会社等の議決権比率欄の（ ）内は間接所有の比率であります。
3. 当行の連結対象子会社は６社であります。
当期の連結経常収益は76,346百万円、連結当期純利益は10,487百万円であります。 

 
  重要な業務提携の概況 
1. 地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス（略称ＡＣ
Ｓ）を行っております。 

2. 地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組合、系統農協・
信漁連（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自
動引出しのサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。 

3. 地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称ＣＮＳ）において、デー
タ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金取引明細等各種データの授受の
サービス等を行っております。 

4. 株式会社ゆうちょ銀行との提携により､現金自動設備の相互利用による現金預入・引出しサービスを
行っております。 

5. 株式会社ローソン・エイティエム・ネットワークス、株式会社セブン銀行、株式会社イオン銀行及び
株式会社ステーションネットワーク関西との提携により、コンビニエンスストアや商業施設等の店舗
内等に設置した共同設置現金自動設備による現金引出しサービス等を行っております。 

 
（7）事業譲渡等の状況 
   当行は、平成25年10月１日を効力発生日として、当行を存続会社とする吸収合併により株式会社
紀陽ホールディングスの権利義務を承継いたしました。 

 
（8）その他企業集団の現況に関する重要な事項 
   該当事項はありません。 
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2．会社役員（取締役及び監査役）に関する事項 
（1）会社役員の状況 

（年度末現在）  
氏   名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 

片 山 博 臣 （ 代 表 取 締 役 ）
取 締 役 頭 取  

泉  清 映 
専 務 取 締 役
東 京 本 部 長 兼 
東 京 支 店 長

 

松 岡 靖 之 専 務 取 締 役
人 事 部 、 総 務 部  

森 川 保 彦 常 務 取 締 役
融 資 本 部 長  

成 田 幸 夫 常 務 取 締 役
本 店 営 業 部 長  

鈴  木  健 次 郎 常 務 取 締 役
業 務 監 査 部  

鈴 木 教 秀 常 務 取 締 役
経 営 企 画 部  

島  慶 司 
常 務 取 締 役
営 業 推 進 本 部 長 兼 
大 阪 本 部 長

 

爲 岡 英 喜 取 締 役
大 阪 事 業 部 長  

今 村 裕 一 取 締 役
堺 支 店 長  

竹 中 義 人 
取 締 役
リ ス ク 統 括 部 
事 務 シ ス テ ム 部

 

水 野 八 朗 取 締 役 （ 社 外 取 締 役 ) 弁護士水野法律事務所代表 
樋 口 勝 二 監 査 役 （ 常 勤 )
北 山 隆 一 監 査 役 （ 常 勤 )
松 川 雅 典 監 査 役 （ 社 外 監 査 役 ) 弁護士法人淀屋橋・山上合同業務執行社員

株式会社淺川組非常勤取締役 
増 尾  穰 監 査 役 （ 社 外 監 査 役 )
大 平 勝 之 監 査 役 （ 社 外 監 査 役 )

 （注） 1. 取締役水野八朗氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2. 監査役松川雅典氏は、弁護士の資格を有しており、法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有する
ものであります。 

3. 監査役増尾 穰氏は南海電気鉄道株式会社の経理部長を８年間担当後、同社代表取締役副社長等を歴任し
ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4. 監査役大平勝之氏は、和歌山県出納長を４年間務め、和歌山県信用保証協会理事長及び関西国際空港株式
会社監査役等を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 

5. 取締役の担当等の異動 
当該事業年度末以降において該当ありません。 
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（2）会社役員に対する報酬等 
（単位：百万円）  

区     分 支給人数 報 酬 等 
取 締 役 １３ 人 ２３２（０）        
監 査 役  ５ 人 ４４           

計 １８ 人 ２７６（０）        
 （注）1. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

2. ( ) 内は報酬以外に支払われた金額です。
3. ｢報酬等」には、平成25年10月１日付で当行と合併した株式会社紀陽ホールディングスの取締役等に就任
していた取締役６名及び監査役５名に対する同社からの報酬17百万円を含めておりません。 

4. ｢報酬等」には、取締役の使用人としての報酬20百万円を含めておりません。
5. ｢支給人数」及び「報酬等」の額には、平成25年６月27日の第203期定時株主総会の終結の時をもって退
任した取締役１名を含めております。

6. 定款又は株主総会で定められた報酬限度額はつぎのとおりとなっております。
  取締役 500百万円（うち社外取締役 20百万円）（年額）
 監査役 100百万円（年額） 

7. 当行は平成16年６月29日開催の第194期定時株主総会の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を
廃止し、第194期定時株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度廃止までの在
任期間に対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しました。これに基づく当
事業年度中の支出は該当ございません。

 
3．社外役員に関する事項 
（1）社外役員の兼職その他の状況 
  

氏   名 兼 職 そ の 他 の 状 況 
水 野 八 朗 弁護士水野法律事務所代表 

松 川 雅 典 弁護士法人淀屋橋・山上合同業務執行社員
株式会社淺川組非常勤取締役

増 尾  穰  
大 平 勝 之  
 （注） 監査役松川雅典氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の業務執行社員を兼務しており、弁護士法人淀屋橋・山

上合同と当行との間には特別な利害関係はありません。また、株式会社淺川組の取締役を兼務しており、株
式会社淺川組と当行は取引関係にあります。 
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（2）社外役員の主な活動状況 
 

氏  名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言その他の活動状況

水 野 八 朗 ６ヶ月 
平成25年10月１日に就任
後、定例取締役会へは６回中
６回出席しております。 

主に弁護士としての専門的見地
から、業務執行の適法性および
法務コンプライアンス関係につ
いて、発言・提言を行っており
ます。

松 川 雅 典 11年９ヶ月 
定例取締役会へは12回中10
回、また監査役会へは15回
中14回出席しております。 

主に弁護士としての専門的見地
から、法務コンプライアンス関
係について、発言・提言を行っ
ております。 

増 尾  穰 10年９ヶ月 
定例取締役会へは12回中12
回、また監査役会へは15回
中15回出席しております。 

当行財務および会計関係につい
て、発言・提言を行っておりま
す。 

大 平 勝 之 ７年９ヶ月 
定例取締役会へは12回中12
回、また監査役会へは15回
中15回出席しております。 

客観的・中立的な視点で、当行
の経営全般について、発言・提
言を行っております。 

 
（3）責任限定契約 
 

氏   名 責任限定契約の内容の概要 
水 野 八 朗 

会社法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつ
き善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結して
おります。 

松 川 雅 典 
増 尾  穰 
大 平 勝 之 
 
（4）社外役員に対する報酬等 

（単位：百万円）  
 支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等 

報酬額の合計 4 人 13（0） 3 
 
（注）1. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

2. ( ) 内は報酬以外に支払われた金額です。
3. ｢銀行の親会社等からの報酬等」の額は、平成25年10月１日に株式会社紀陽ホールディングスと合併する
以前に株式会社紀陽ホールディングスから支払われた金額です。
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4．当行の株式に関する事項 
（1）株式数 発 行 可 能 株 式 総 数 120,000千株
 発 行 済 株 式 の 総 数 73,399千株
            （注） 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 
 

（2）当年度末株主数 21,967名
 
（3）大株主 
 

株主の氏名又は名称 
当行への出資状況 

持株数等 持株比率 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 ) 1,977 千株 2.72 ％
紀 陽 フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 1,675 2.30 
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 1,384 1.90 
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,200 1.65 
株 式 会 社 湊 組 1,041 1.43 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 861 1.18 
株 式 会 社 島 精 機 製 作 所 839 1.15 
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント 821 1.13 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口３) 793 1.09 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口２) 785 1.08 
 
（注） 1. 持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2. 当行は、自己株式805,079株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は
自己株式を控除して算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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5．会計監査人に関する事項 
（1）会計監査人の状況 

（単位：百万円）   
氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他 

有限責任 あずさ監査法人 
指定有限責任社員 川井 一男 
指定有限責任社員 奥田  賢 
指定有限責任社員 梅津  広 

７１ 
非監査業務として次の業
務があります。 
・社債発行に係るコンフ
ォートレター作成業務 

 
（注） 当行、子会社および子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は71百万円です。これ以外

に、当行の親会社であった株式会社紀陽ホールディングスが、当行によって吸収合併されるまでに5百万円を
支払っております。 

 
（2）会計監査人に関するその他の事項 
  会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 
    当行監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められる

場合には会計監査人の解任を検討いたします。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困
難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、当行取締役会は、監査役会の同意を得て、
または監査役会の請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出する
ことを検討いたします。 

 

  



02_0156801102606.docx 
㈱紀陽銀行様 招集 2014/05/19 19:28:00印刷 13/14 
 

 

― 15 ― 

6．業務の適正を確保する体制 
 
 当行は、紀陽フィナンシャルグループの中核会社として、当行及び当行子会社等のグループ会社が
業務の適正を確保するための体制整備のため、次の措置をとっております。 

（1）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制整備のため、文書管理に関する規程
を定め、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行う。 

 
（2）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

適切なリスク管理体制の整備のために次の措置をとる。 
・紀陽フィナンシャルグループのリスク管理の基本方針に基づき、当行が管理すべきリスクを
明らかにし、多様なリスクを一元的に管理運営するため、｢リスク管理規程」を策定する。 

・当行全体のリスクを総合的に把握、認識し、適切な対応策を協議するとともに、リスク管理
体制が適切かつ有効に機能しているかをチェックするため、取締役頭取を委員長とするリス
ク管理委員会を設置する。 

 
（3）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制整備のため、次の措置をとる。 
・取締役会は、取締役及び使用人の職務の執行が効率的になされるよう、職務分掌及び職務権
限規程等の組織規程を定める。 

・各部門間の有効な連携、相互牽制の確保のため、重要事項について協議する経営会議、各種
委員会等の有効な活用を行う。 

 
（4）取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

全役職員が法令・定款の遵守を徹底するため、次の措置をとる。 
・｢紀陽フィナンシャルグループの誓い｣「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」｢紀陽フィ
ナンシャルグループ役職員行動規範｣に基づき紀陽フィナンシャルグループのコンプライア
ンスの取り組みについて、全役職員への浸透を図る。 

・｢法令等遵守規程」に基づき、取締役頭取を委員長とする法令等遵守委員会を設置する。 
・各部門におけるコンプライアンスの取り組みを徹底するため、法令等遵守責任者を配置する。 
・｢紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」において「地域社会の秩序や安全に脅威を与える
反社会的勢力とは、断固として対決する｡」と定め、反社会的勢力に対しては「反社会的勢
力等対応規程」において、組織としての対応方針を明確にする。 
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（5）当行及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
当行は、紀陽フィナンシャルグループの中核会社として、当行及びグループ会社が業務の適正を
確保するための体制整備のため、次の措置をとる。 
・紀陽フィナンシャルグループのコンプライアンス並びにリスク管理に関する基本方針及び規
程等について、当行及びグループ会社への浸透を図る。 

・当行内部監査部門は、グループ会社の業務の適正を確保するとともに、当行とグループ会社
との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、定期的にグループ会社の監査
を実施する。 

 
（6）監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項 

監査役より、その職務を補助するため使用人の配置の要請があった場合には、必要な人員を速や
かに配置する。 

 
（7）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役の業務を補助すべき使用人の取締役からの独立性を確保するため、次の措置をとる。 
・監査役の業務を補助すべき使用人は取締役の指揮命令を受けないものとする。 
・監査役の業務を補助すべき使用人の人事異動については監査役の同意を必要とし、人事考課
等については監査役の意見を聴取し、これを尊重する。 

 
（8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

監査役に報告するための体制整備のため、次の措置をとる。 
・取締役及び使用人は、監査役に対して、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与える
おそれのある事実を発見したときは当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならな
いものとする。 

・取締役及び使用人は、定期的に、監査役に対して、担当部門の業務執行の状況について報告
するものとする。 

・取締役及び使用人は、監査役から担当部門の業務執行に関する事項の報告を求められた場合
には、速やかに報告を行われなければならないものとする。 

 
（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制整備のため、次の措置をとる。 
・監査役は定期的に取締役頭取と会合をもち、重要課題等についての意見交換及び必要と判断
される事項についての要請を行うものとする。 

・監査役は、経営会議、その他重要な会議に出席することができるものとする。 
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第204期末（平成26年３月31日現在）貸 借 対 照 表 
（単位：百万円）  

科     目 金   額 科     目 金   額 
（資産の部） 

現 金 預 け 金 
現 金 
預 け 金 

コ ー ル ロ ー ン 
買 入 金 銭 債 権 
商 品 有 価 証 券 
商 品 国 債 
商 品 地 方 債 

有 価 証 券 
国 債 
地 方 債 
社 債 
株 式 
そ の 他 の 証 券 

貸 出 金 
割 引 手 形 
手 形 貸 付 
証 書 貸 付 
当 座 貸 越 

外 国 為 替 
外 国 他 店 預 け 
買 入 外 国 為 替 
取 立 外 国 為 替 

そ の 他 資 産 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
金 融 派 生 商 品 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
建 物 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 
その他の有形固定資産 

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ ェ ア 
その他の無形固定資産 

前 払 年 金 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
支 払 承 諾 見 返 
貸 倒 引 当 金 

 
237,079 
43,753 
193,326 
25,000 
804 
590 
537 
52 

1,129,558 
463,462 
151,250 
218,667 
51,382 
244,795 
2,607,943 
26,422 
114,190 
2,210,720 
256,610 
2,430 
1,269 
145 
1,015 
7,394 
117 
3,144 
716 
3,416 
36,437 
10,192 
19,575 
1,540 
1,908 
3,220 
6,508 
4,830 
1,677 
6,065 
2,121 
12,395 

△ 24,013 

（負債の部） 
預 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
そ の 他 の 預 金

譲 渡 性 預 金
債券貸借取引受入担保金
借 用 金
借 入 金

外 国 為 替
売 渡 外 国 為 替
未 払 外 国 為 替

社 債
そ の 他 負 債
未 払 法 人 税 等
未 払 費 用
前 受 収 益
金 融 派 生 商 品
リ ー ス 債 務
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金
睡眠預金払戻損失引当金
偶 発 損 失 引 当 金
再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾

 
3,589,688 
173,066 
1,465,708 
26,015 
9,930 

1,823,200 
91,767 
107,559 
84,035 
26,576 
26,576 

22 
5 
16 

20,000 
38,914 
301 
4,403 
1,377 
1,399 
1,485 
437 

29,510 
32 
526 
459 
177 

12,395 
負 債 の 部 合 計 3,880,387 

（純資産の部） 
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

 
80,096 
5,247 
259 
4,987 
64,460 
3,660 
60,799 
60,799 
△ 1,291 
148,512 
21,162 
△ 70 
324 

21,416 
純 資 産 の 部 合 計 169,929 

資 産 の 部 合 計 4,050,317 負債及び純資産の部合計 4,050,317 
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第204期〔平成25年４月１日から平成26年３月31日まで〕損 益 計 算 書

（単位：百万円）  
科         目 金       額 

経 常 収 益 68,381 
資 金 運 用 収 益 53,102  
貸 出 金 利 息 41,220  
有 価 証 券 利 息 配 当 金 11,508  
コ ー ル ロ ー ン 利 息 79  
預 け 金 利 息 149  
そ の 他 の 受 入 利 息 143  

役 務 取 引 等 収 益 9,142  
受 入 為 替 手 数 料 2,832  
そ の 他 の 役 務 収 益 6,310  

そ の 他 業 務 収 益 3,566  
外 国 為 替 売 買 益 174  
国 債 等 債 券 売 却 益 3,326  
金 融 派 生 商 品 収 益 65  
そ の 他 の 業 務 収 益 0  

そ の 他 経 常 収 益 2,570  
償 却 債 権 取 立 益 888  
株 式 等 売 却 益 181  
そ の 他 の 経 常 収 益 1,500  

経 常 費 用 52,585 
資 金 調 達 費 用 4,242  
預 金 利 息 3,075  
譲 渡 性 預 金 利 息 40  
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 173  
借 用 金 利 息 591  
社 債 利 息 222  
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 137  
そ の 他 の 支 払 利 息 0  

役 務 取 引 等 費 用 4,889  
支 払 為 替 手 数 料 574  
そ の 他 の 役 務 費 用 4,314  

そ の 他 業 務 費 用 1,416  
商 品 有 価 証 券 売 買 損 1  
国 債 等 債 券 売 却 損 1,415  

営 業 経 費 37,271  
そ の 他 経 常 費 用 4,766  
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,367  
貸 出 金 償 却 2,428  
株 式 等 売 却 損 199  
株 式 等 償 却 44  
そ の 他 の 経 常 費 用 726  

経 常 利 益 15,796 
特 別 利 益 15 
固 定 資 産 処 分 益 15  

特 別 損 失 358 
固 定 資 産 処 分 損 22  
減 損 損 失 335  

税 引 前 当 期 純 利 益 15,453 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 680  
法 人 税 等 調 整 額 2,678  
法 人 税 等 合 計 3,359 
当 期 純 利 益 12,094   
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第204期〔平成25年４月１日から平成26年３月31日まで〕株主資本等変動計算書 
（単位：百万円） 

 

株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当期首残高 80,096 259 15,437 15,697

当期変動額  

 剰余金の配当  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分  16 16

 自己株式の消却  △ 116,771 △ 116,771

 合併による増減  106,304 106,304

土地再評価差額金の取崩  
株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額）  

当期変動額合計 － － △ 10,450 △ 10,450

当期末残高 80,096 259 4,987 5,247
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(単位：百万円) 

 

株 主 資 本 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 株 主 資 本 
合   計 利益準備金 

その他利益剰余金 利益剰余金 
合   計 繰 越 利 益

剰 余 金
当期首残高 3,041 52,418 55,460 － 151,254

当期変動額   

 剰余金の配当 619 △ 3,715 △ 3,095  △ 3,095

 当期純利益  12,094 12,094  12,094

 自己株式の取得  △ 19,211 △ 19,211

 自己株式の処分  103 120

 自己株式の消却  116,771 －

 合併による増減  △ 98,955 7,348

土地再評価差額金の取崩  2 2  2
株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額）   

当期変動額合計 619 8,380 9,000 △ 1,291 △ 2,742

当期末残高 3,660 60,799 64,460 △ 1,291 148,512
 

（単位：百万円） 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損   益 

土地再評価 
差 額 金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 22,305 △ 134 326 22,497 173,751

当期変動額   

 剰余金の配当   △ 3,095

 当期純利益   12,094

 自己株式の取得   △ 19,211

 自己株式の処分   120

 自己株式の消却   －

 合併による増減   7,348

土地再評価差額金の取崩   2
株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） △ 1,142 64 △ 2 △ 1,080 △ 1,080

当期変動額合計 △ 1,142 64 △ 2 △ 1,080 △ 3,822

当期末残高 21,162 △ 70 324 21,416 169,929
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個別注記表 
 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
重要な会計方針 
 
1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 
  商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 
2. 有価証券の評価基準及び評価方法 
  有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株
式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価
格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められる
ものについては移動平均法による原価法により行っております。 

  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 
4. 固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産（リース資産を除く） 
   有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く｡）については

定額法）を採用しております。 
   また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建  物  ８年～50年 
そ の 他  ５年～20年 

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 
   無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利

用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 
（3）リース資産 
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法により償却しております。また、所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「有形
固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

5. 繰延資産の処理方法 
  社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
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7. 引当金の計上基準 
（1）貸倒引当金 
   貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
   破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、｢破綻先」という｡）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下、｢実質破綻先」という｡）に係る債権については、以下のなお書きに記載され
ている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債
務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その
残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

   上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しており
ます。 

   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産
監査部署が査定結果を監査しております。 

   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 
32,259百万円であります。 

（2）退職給付引当金 
   退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 
 数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
（3）役員退職慰労引当金 
   役員退職慰労金について、平成16年６月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、廃止時における内規に基

づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。 
（4）睡眠預金払戻損失引当金 
   睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払

戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 
（5）偶発損失引当金 
   偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しておりま

す。 
8. リース取引の処理方法 
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する事業年度に
属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

9. ヘッジ会計の方法 
（1）金利リスク・ヘッジ 
   国債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジを適用しております。ヘッジ有効性評価の

方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる国債とヘッジ手段である金利スワップ
取引を特定し評価しております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 
   外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等

の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規定す
る繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク
を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金
銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。 

10．消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税（以下、｢消費税等」という｡）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固
定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 
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表示方法の変更 
（貸借対照表関係） 
前事業年度において「その他資産」の「その他の資産」に含めていた「前払年金費用」は、｢銀行法施行規則等の一
部を改正する内閣府令｣（内閣府令第63号平成25年９月27日）により改正された「銀行法施行規則（昭和57年大蔵
省令第10号）別紙様式」を適用し、当事業年度より独立掲記しております。 
なお、前事業年度において、｢その他の資産」に含めていた「前払年金費用」は5,789百万円であります。 
 
注記事項 
（貸借対照表関係） 
1. 関係会社の株式及び出資金総額      3,056百万円 
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は2,559百万円、延滞債権額は74,725百万円であります。 
  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以
下、｢未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号の
イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は47百万円であります。 
  なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破

綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は12,384百万円であります。 
  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月
以上延滞債権に該当しないものであります。 

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は89,716百万円であります。 
  なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
6. 手形割引は、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買
入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は 
26,567百万円であります。 

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
  担保に供している資産 

有価証券 197,618百万円
その他の資産 292百万円

  担保資産に対応する債務 
預金 11,904百万円
債券貸借取引受入担保金 84,035百万円

  上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券28,041百万円を差し入れております。 
  また、その他の資産には、保証金敷金1,227百万円が含まれております。 
8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、324,915百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの(又は任
意の時期に無条件で取消可能なもの)が、316,427百万円あります。 

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、
債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額を
することができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保
を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の
見直し、与信保全上の措置等を講じております。 
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9. 株式会社和歌山銀行から継承した事業用の土地について、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法
律第34号）に基づき、再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰
延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して
おります。 

   再評価を行った年月日  平成11年３月31日 
   同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める「地価税法」
に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等) 合理的な調整を行って算出。 

  同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評
価後の帳簿価額の合計額との差額  △315百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額  45,148百万円 
11．有形固定資産の圧縮記帳額    4,334百万円 
12．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金26,000百万円が含

まれております。 
13．社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。 
14．｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債

務の額は13,551百万円であります。 
15．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約

により使用しております。 
16．関係会社に対する金銭債権総額  8,176百万円 
17．関係会社に対する金銭債務総額 12,889百万円 
18．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 
  剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰

余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。 
  当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、619百万円であります。 
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（損益計算書関係） 
1. 関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 98百万円
役務取引等に係る収益総額 181百万円
その他業務・その他経常取引 
に係る収益総額 26百万円

  関係会社との取引による費用 
資金調達取引に係る費用総額 2百万円
役務取引等に係る費用総額 1,092百万円
その他業務・その他経常取引 
に係る費用総額 1,195百万円

2. ｢その他の経常費用」には、債権放棄67百万円を含んでおります。 
3. 当事業年度において、当行は、以下の資産について、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たない

ことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額335百万円を減損損失として特別損失に計上しており
ます。 

地 域  主な用途  種 類 減損損失
和歌山県内  遊休資産 2か所  土 地 4百万円
  事業用資産  動 産 48百万円
大阪府内  遊休資産 5か所  土地、建物、動産 282百万円
合 計    335百万円

  当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小単位である営業店単位（ただし、連携して営業を行っている
営業店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っており、遊休資産については各資産単位でグルーピン
グしております。また、本部、事務センター、社宅・寮等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さな
いことから共用資産としております。 

  また、当事業年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、主として「不動産鑑定
評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定しております。なお、重要性が乏しい資産につ
いては、路線価等に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定しております。 

4. 関連当事者との取引 
（1）親会社及び法人主要株主等 

該当ありません。 
（2）子会社及び関連会社等 

属性 
会社等の 
名称又は 
氏名 

議決権等 
の所有 
（被所有） 
割合 

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 
阪和信用 
保証株式 
会社 

所有 
直接100％ 

当行の貸出 
金の保証 貸出金の被保証 728,480 ― ―

 
（3）兄弟会社等 
   該当ありません。 
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（4）役員及び個人主要株主等 

属性 
会社等の 
名称又は 
氏名 

議決権等 
の所有 
（被所有） 
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

役員及び
その近親
者 

西 洋 
（注２） 

被所有 
直接0.01 資金貸借 

資金の貸付 
（注１） ― 貸出金 37

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等 

明 楽 ダ ン
ボ ー ル 工
業 株 式 会
社 
（注３､４）

被所有 
直接0.05 資金貸借 

資金の貸付 
（注１） 80 貸出金 75

貸付金の返済 60  

私募債の償還 50 有価証券 －

 
（注１） 取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引先と同様であります。 
（注２） 社外監査役増尾穰の近親者であります。 
（注３） 執行役員明樂泰彦の近親者が議決権の過半数を所有している会社であります。 
（注４） 貸出金の担保として不動産に根抵当権を設定しております。 
 
（株主資本等変動計算書関係） 
  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 

 当事業年度期首
株式数 

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末 
株式数 摘要 

自己株式    
普通株式 ― 670,648 669,685 962 （注１）
第２回優先株式 ― 8,000 8,000 ― （注２）
第二種優先株式 ― 16,100 16,100 ― （注３）

合  計 ― 694,748 693,785 962  
 
（注１） 普通株式数の増加は、株式会社紀陽ホールディングスとの合併に伴うもの (669,844千株)、取締役会決議に

よる自己株式の取得によるもの (800千株) 及び単元未満株式の買取によるもの (３千株) であり、減少は、
自己株式の消却によるもの (669,595千株)、単元未満株式の買増し請求によるもの (０千株) 及び従業員持
株会専用信託が売却した当行株式によるもの (89千株) であります。 

（注２） 第２回優先株式数の増加は、株式会社紀陽ホールディングスとの合併に伴う増加であり、減少は自己株式の
消却によるものであります。 

（注３） 第二種優先株式数の増加は、平成25年６月27日の当行定時株主総会において決議された自己株式取得枠の範
囲内で実施した取得による増加であり、減少は取得した自己株式の消却によるものであります。 

  



03_0156801102606.docx 
㈱紀陽銀行様 招集 2014/05/19 21:53:00印刷 11/31 
 

― 27 ― 

（有価証券関係） 
  貸借対照表の「国債｣「地方債｣「社債｣「株式｣「その他の証券」のほか、｢商品有価証券」並びに「買入金銭債権」

中の信託受益権が含まれております。 
1. 売買目的有価証券（平成26年３月31日現在） 

 当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

売買目的有価証券 △ 0 
2. 満期保有目的の債券（平成26年３月31日現在） 

 種類 
貸借対照表 
計上額 
（百万円） 

時価 
 

（百万円） 

差額 
 

（百万円） 

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの 

国債 25,862 25,975 112
その他 1,029 1,053 24
 外国債券 1,029 1,053 24

小計 26,891 27,028 136
時価が貸借対照表 
計上額を超えないもの 

国債 106,988 106,620 △ 368
小計 106,988 106,620 △ 368

合   計 133,880 133,648 △ 231 
3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成26年３月31日現在） 
  子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは、該当ありません。 
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、以下の通りで

あります。  
 貸借対照表計上額

（百万円）
子会社・子法人等株式 2,961
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4. その他有価証券（平成26年３月31日現在） 

 種類 
貸借対照表
計上額 
（百万円）

取得原価
 

（百万円）

差 額 
 

（百万円） 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 34,432 21,690 12,741
債券 621,481 612,269 9,212
 国債 291,421 288,376 3,045
 地方債 138,565 134,930 3,634
 社債 191,494 188,961 2,533
その他 188,206 180,626 7,579
 外国債券 160,735 156,646 4,088
 その他 27,471 23,980 3,491

小計 844,120 814,586 29,534

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 11,724 13,053 △ 1,329
債券 79,048 79,135 △ 87
 国債 39,190 39,214 △ 23
 地方債 12,684 12,700 △ 15
 社債 27,173 27,220 △ 47
その他 55,892 56,657 △ 764
 外国債券 49,110 49,637 △ 527
 その他 6,782 7,019 △ 237

小計 146,665 148,846 △ 2,180
合   計 990,786 963,432 27,353 

    （注） 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額
（百万円）

株式 2,264
その他 470

合   計 2,734 
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の 
｢その他有価証券」には含めておりません。  

5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 
  該当ありません。 
6. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

 売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 1,979 101 173
債券 166,576 3,088 117
 国債 136,575 1,770 109
 地方債 20,439 1,298 ―
 社債 9,562 19 7
その他 40,845 317 1,324
 外国債券 36,875 237 1,215
 その他 3,969 79 108

合 計 209,402 3,508 1,614 
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7. 減損処理を行った有価証券 
  売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価

が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて
は、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、｢減損
処理」という｡）しております。 

  当事業年度における減損処理額は、44百万円（すべて株式）であります。 
  また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価より 30％超下落した場合としており

ます。 
  なお、時価が 30％超下落した銘柄のうち、時価が50％超下落した銘柄についてはすべて、また、30％超 50％以

下下落した銘柄について、株式等については発行会社の業績推移、市場価格の推移、市場環境の動向等の内的・外
的要因により、また、債券については発行会社の信用状態等により、時価が取得原価まで回復する見込みがあると
認められない銘柄について減損処理することとしております。 

 
（金銭の信託関係） 
1. 運用目的の金銭の信託（平成26年３月31日現在） 
  該当ありません。 
2. 満期保有目的の金銭の信託（平成26年３月31日現在） 
  該当ありません。 
3. その他の金銭の信託 (運用目的及び満期保有目的以外) (平成26年３月31日現在) 
  該当ありません。 
 
（税効果会計関係） 
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産 
 貸倒引当金 16,941百万円
 有価証券償却 6,396
 退職給付引当金 5,414
 その他 4,830
繰延税金資産小計 33,584
評価性引当額 △ 19,856
繰延税金資産合計 13,727
繰延税金負債 
 その他有価証券評価差額金 △ 9,950
 その他 △  1,655
繰延税金負債合計 △ 11,606
繰延税金資産の純額 2,121百万円

2. ｢所得税法等の一部を改正する法律｣（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１
日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成26年４月１日
に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実
効税率は従来の37.7％から35.3％となります。この税率変更により、繰延税金資産は332百万円減少し、その他
有価証券評価差額金は16百万円増加し、法人税等調整額は349百万円増加しております。 

 
（１株当たり情報） 
 １株当たりの純資産額 2,345円88銭
 １株当たりの当期純利益金額 173円24銭
（注） 当行は、平成25年10月１日に株式会社紀陽ホールディングスを吸収合併しており、株式会社紀陽ホールデ

ィングス普通株式10株につき当行普通株式１株の割当てを行いました。１株当たりの当期純利益金額につ
いては、当事業年度の期首に当該割当てが行われたと仮定して算出しております。 

 
（企業結合等関係） 
  企業結合等関係については、連結計算書類の注記事項に記載しております。 
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第204期末（平成26年３月31日現在）連 結 貸 借 対 照 表 
 (単位：百万円)  

科     目 金   額 科     目 金   額 
（資産の部） 

現 金 預 け 金 

コールローン及び買入手形 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

その他の有形固定資産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

の れ ん 

その他の無形固定資産 

退 職 給 付 に 係 る 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 
237,227 

25,000 

804 

590 

1,126,952 

2,600,169 

2,430 

21,645 

35,860 

10,213 

19,336 

118 

1,908 

4,283 

9,787 

4,958 

3,079 

1,748 

12,182 

1,297 

12,395 

△ 27,742 

（負債の部） 
預 金
譲 渡 性 預 金
債券貸借取引受入担保金
借 用 金
外 国 為 替
社 債
そ の 他 負 債
退 職 給 付 に 係 る 負 債
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
睡眠預金払戻損失引当金
偶 発 損 失 引 当 金
支 払 承 諾

 
3,582,468 
100,559 
84,035 
26,576 

22 
20,000 
48,587 

30 
32 
526 
459 

12,395 
負 債 の 部 合 計 3,875,694 

（純資産の部） 
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
少 数 株 主 持 分

 
80,096 
6,903 
69,209 
△ 1,291 
154,917 
21,283 
△ 70 
3,958 
25,171 
2,816 

純 資 産 の 部 合 計 182,905 
資 産 の 部 合 計 4,058,599 負債及び純資産の部合計 4,058,599 
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第204期〔 平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 〕 連 結 損 益 計 算 書
（単位：百万円）  

科         目 金       額 
経 常 収 益 76,346 
資 金 運 用 収 益 53,312  
貸 出 金 利 息 41,292  
有 価 証 券 利 息 配 当 金 11,647  
コールローン利息及び買入手形利息 79  
預 け 金 利 息 149  
そ の 他 の 受 入 利 息 143  

役 務 取 引 等 収 益 11,403  
そ の 他 業 務 収 益 8,475  
そ の 他 経 常 収 益 3,155  
償 却 債 権 取 立 益 1,436  
そ の 他 の 経 常 収 益 1,719  

経 常 費 用 61,449 
資 金 調 達 費 用 4,242  
預 金 利 息 3,074  
譲 渡 性 預 金 利 息 38  
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 173  
借 用 金 利 息 593  
社 債 利 息 222  
そ の 他 の 支 払 利 息 139  

役 務 取 引 等 費 用 4,048  
そ の 他 業 務 費 用 5,376  
営 業 経 費 40,988  
そ の 他 経 常 費 用 6,793  
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,014  
そ の 他 の 経 常 費 用 4,778  

経 常 利 益 14,897 
特 別 利 益 15 
固 定 資 産 処 分 益 15  

特 別 損 失 359 
固 定 資 産 処 分 損 24  
減 損 損 失 335  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 14,553 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,147  
法 人 税 等 調 整 額 2,800  
法 人 税 等 合 計 3,948 
少数株主損益調整前当期純利益 10,604 
少 数 株 主 利 益 117 
当 期 純 利 益 10,487 
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第204期〔 平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 〕連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円） 

 
株 主 資 本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計 

当期首残高 58,350 47,947 61,165 △ 1,657 165,805

当期変動額   

 剰余金の配当  △ 2,444  △ 2,444

 当期純利益  10,487  10,487

 自己株式の取得  △ 19,214 △ 19,214

 自己株式の処分  42 239 282

 自己株式の消却  △ 18,101 18,101 ―

 合併による増減 21,746 △ 22,985 1,238 ―
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額)   

当期変動額合計 21,746 △ 41,043 8,043 365 △ 10,888

当期末残高 80,096 6,903 69,209 △ 1,291 154,917
   （単位：百万円） 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 純資産合計 そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損   益 

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益 
累計額合計

当期首残高 22,514 △ 134 ― 22,379 2,418 190,604

当期変動額   

 剰余金の配当   △ 2,444

 当期純利益   10,487

 自己株式の取得   △ 19,214

 自己株式の処分   282

 自己株式の消却   ―

 合併による増減   ―
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) △ 1,230 64 3,958 2,791 397 3,189

当期変動額合計 △ 1,230 64 3,958 2,791 397 △ 7,698

当期末残高 21,283 △ 70 3,958 25,171 2,816 182,905
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連結注記表 
 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 
 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 
1. 連結の範囲に関する事項 
（1） 連結される子会社及び子法人等  ６社 
    会社名 
      紀陽ビジネスサービス株式会社 
      阪和信用保証株式会社 
      紀陽リース・キャピタル株式会社 
      株式会社紀陽カード 
      株式会社紀陽カードディーシー 
      紀陽情報システム株式会社 

株式会社紀陽ホールディングスとの合併により、紀陽情報システム株式会社を、当連結会計年度から連結さ
れる子法人等としております。 
なお、当行は、平成25年10月１日に子会社であった当行を吸収合併存続会社、親会社であった株式会社紀陽
ホールディングスを吸収合併消滅会社として合併しておりますが､「企業結合会計基準及び事業分離等会計基
準に関する適用指針｣（企業会計基準適用指針第10号）に基づき、当行の計算書類における合併に係る会計処
理をいったん振り戻し、当該合併以前の株式会社紀陽ホールディングスの連結計算書類における処理を合併
後も継続する会計処理を行っております。 
このため、株式会社紀陽ホールディングスの子法人等であった紀陽情報システム株式会社については、期首
時点で既に当行の子法人等であったものとみなして連結計算書類を作成しております。 

（2） 非連結の子会社及び子法人等 
    会社名 
      紀陽６次産業化投資事業有限責任組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益 (持分に見合う額)、利益剰余金（持分に
見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団
の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外
しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 
（1） 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 
     該当ありません。 
（2） 持分法適用の関連法人等 
     該当ありません。 
（3） 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 
    会社名 
      紀陽６次産業化投資事業有限責任組合 
（4） 持分法非適用の関連法人等 
    会社名 
      わかやま地域活性化投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、当期純損益 (持分に見合う額)、利益剰余金 
(持分に見合う額) 及びその他の包括利益累計額 (持分に見合う額) 等からみて、持分法の対象から除いても
連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

3. のれんの償却に関する事項 
  のれんの償却については、10年間の均等償却を行っております。 
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4. 会計処理基準に関する事項 
（1） 商品有価証券の評価基準及び評価方法
 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法 
 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 (定額法)、その他有価証券に

ついては原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法 (売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価
を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
（4） 固定資産の減価償却の方法 
 ① 有形固定資産（リース資産を除く） 
 当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く｡）に

ついては定額法）を採用しております。 
また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建  物  ８年～50年 
そ の 他  ５年～20年 

 連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法に
より償却しております。 

 ② 無形固定資産（リース資産を除く） 
 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連

結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 
 ③ リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。また、所有権移転ファイナン
ス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同
一の方法を採用しております。 

（5） 貸倒引当金の計上基準 
 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下､「破綻先」という｡）に係る債権及びそ
れと同等の状況にある債務者（以下､「実質破綻先」という｡）に係る債権については、以下のなお書きに記載
されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その
残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
られる債務者（以下､「破綻懸念先」という｡）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及
び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額
を計上しております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお
ります。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資
産監査部署が査定結果を監査しております。 
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認
めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計
上しております。 
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額
は34,702百万円であります。   
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 （6） 役員退職慰労引当金の計上基準 
 当行は、役員退職慰労金について、平成16年６月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、廃止時におけ

る内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。
（7） 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 
 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の

払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
（8） 偶発損失引当金の計上基準 
 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しており

ます。 
（9） 退職給付に係る会計処理の方法 
 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については期

間定額基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 
数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 
（10） 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
 当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
（11） リース取引の処理方法 
 （借手側） 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始
日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処
理によっております。 
（貸手側） 
リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース
取引につきましては､「リース取引に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第16号平成19年３
月30日）第81項に基づき、同会計基準適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額 (減
価償却累計額控除後) をリース投資資産の期首の価額として計上しております。

（12） 収益及び費用の計上基準 
 ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
（13） 重要なヘッジ会計の方法 
（イ）金利リスク・ヘッジ 
 当行保有の国債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジを適用しております。ヘッジ

有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる国債とヘッジ手段であ
る金利スワップ取引を特定し評価しております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ 
 当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は､「銀行業における外貨建

取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）
に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替
変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で
ある外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。

（14） 消費税等の会計処理 
 当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下､「消費税等」という｡）の会計処理

は、主として税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度
の費用に計上しております。  
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会計方針の変更 
｢退職給付に関する会計基準｣（企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下､「退職給付会計基準」という｡）及
び ｢退職給付に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第25号平成24年５月17日。以下､「退職給付
適用指針」という｡）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用
指針第67項本文に掲げられた定めを除く)、当連結会計年度末から、退職給付債務と年金資産の額の差額を、退職
給付に係る資産または退職給付に係る負債として計上しております。 
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従っており、当連結会計
年度末において、税効果調整後の未認識数理計算上の差異をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額
として計上しております。 
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が12,182百万円、退職給付に係る負債が30百万円計
上されております。また、繰延税金資産が2,159百万円減少し、その他の包括利益累計額が3,958百万円増加して
おります。 

 
注記事項 
 （連結貸借対照表関係） 
 １． 貸出金のうち、破綻先債権額は2,360百万円、延滞債権額は74,584百万円であります。 
 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下､「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第
１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること
を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

 ２． 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は47百万円であります。
 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
 ３． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は14,928百万円であります。
 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

 ４． 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は91,920百万円であり
ます。 

 なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
 ５． 手形割引は､「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手
形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額
面金額は、26,567百万円であります。

 ６． 担保に供している資産は次のとおりであります。
 担保に供している資産 

有価証券 197,618百万円
その他資産 292百万円

担保資産に対応する債務 
預金 11,904百万円
債券貸借取引受入担保金 84,035百万円

 上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券28,041百万円を差し入れております。 
また、その他資産には、保証金敷金1,297百万円が含まれております。
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 ７． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であり
ます。これらの契約に係る融資未実行残高は、344,593百万円であります。このうち原契約期間が１年以内
のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が336,106百万円あります。

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし
も当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありませ
ん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに
連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ
か、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の
見直し、与信保全上の措置等を講じております。

 ８． 有形固定資産の減価償却累計額 45,696百万円
 ９． 有形固定資産の圧縮記帳額 4,334百万円
 10． ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額は13,551百万円であります。 
 
 （連結損益計算書関係） 
 １． ｢その他の経常費用」には、貸出金償却3,678百万円、貸出債権譲渡損70百万円、債権放棄67百万円及び株式

等償却53百万円を含んでおります。
 ２． 当連結会計年度において、当行は、以下の資産について、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に

満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額335百万円を減損損失として特別損失に
計上しております。 

 
地 域 主な用途  種 類 減損損失

和歌山県内 遊休資産 2か所  土 地 4百万円
 事業用資産  動 産 48百万円
大阪府内 遊休資産 5か所  土地、建物、動産 282百万円
合 計  335百万円

 
当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小単位である営業店単位（ただし、連携して営業を行って
いる営業店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っており、遊休資産については各資産単位でグ
ルーピングしております。また、本部、事務センター、社宅・寮等については、独立したキャッシュ・フロー
を生み出さないことから共用資産としております。 
連結される子会社及び子法人等については、主として各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。 
また、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、主として「不
動産鑑定評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定しております。なお、重要性が乏
しい資産については、路線化等に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定しております。 



03_0156801102606.docx 
㈱紀陽銀行様 招集 2014/05/19 21:53:00印刷 22/31 
 

― 38 ― 

 （連結株主資本等変動計算書関係） 
 １． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

 当連結会計年度
期首株式数 

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度 
末株式数 摘要 

 発行済株式    
  普通株式 669,595 73,399 669,595 73,399 （注１）
  第２回優先株式 8,000 ― 8,000 ― （注２）
  第二種優先株式 16,100 ― 16,100 ― （注２）
   合計 693,695 73,399 693,695 73,399 ―
 自己株式    
  普通株式 ― 670,648 669,685 962 （注３）
  第２回優先株式 ― 8,000 8,000 ― （注４）
  第二種優先株式 ― 16,100 16,100 ― （注５）
   合計 ― 694,748 693,785 962 ―

（注１）発行済株式における普通株式数の増加は、株式会社紀陽ホールディングスとの合併に伴うものであ
り、減少は消却によるものであります。 

（注２）発行済株式における第２回優先株式数及び第二種優先株式数の減少は、消却によるものであります。
（注３）自己株式における普通株式数の増加は、株式会社紀陽ホールディングスとの合併に伴うもの

(669,844千株)、取締役会決議による自己株式の取得によるもの (800千株) 及び単元未満株式の
買取によるもの (３千株) であり、減少は、自己株式の消却によるもの (669,595千株)、単元未
満株式の買増し請求によるもの (０千株) 及び従業員持株会専用信託が売却した当行株式によるも
の (89千株) であります。 

（注４）自己株式における第２回優先株式数の増加は、株式会社紀陽ホールディングスとの合併に伴う増加
であり、減少は自己株式の消却によるものであります。 

（注５）自己株式における第二種優先株式数の増加は、平成25年６月27日の当行定時株主総会において決
議された自己株式取得枠の範囲内で実施した取得による増加であり、減少は取得した自己株式の消
却によるものであります。 

 ２． 配当に関する事項 
  （1）当連結会計年度中の配当金支払額 
 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当た
り配当額 基準日 効力発生日 

平成25年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 2,678百万円 4.00円 平成25年 
３月31日 

平成25年
６月28日

第２回優先株式 160百万円 20.00円 平成25年 
３月31日 

平成25年
６月28日

第二種優先株式 257百万円 16.00円 平成25年 
３月31日 

平成25年
６月28日

なお、当行は、平成25年10月１日に株式会社紀陽ホールディングスを吸収合併しており、株式会社紀陽ホ
ールディングスに係る配当は次のとおりであります。 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当た
り配当額 基準日 効力発生日 

平成25年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 2,202百万円 3.00円 平成25年 
３月31日 

平成25年
６月28日

第４回第一種優先株式 253百万円 11.00円 平成25年 
３月31日 

平成25年
６月28日
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  （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 
     平成26年６月27日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。 

① 配当金の総額 
普通株式 2,177百万円

② １株当たり配当額 
普通株式 30.00円

③ 基準日    平成26年３月31日 
④ 効力発生日  平成26年６月30日 
なお、配当原資は、利益剰余金とする予定としております。 

 
 （金融商品関係） 
 １． 金融商品の状況に関する事項 
  （1）金融商品に対する取組方針 
     当行グループは、預金業務、貸出業務等の銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務等の金融

サービスに係る事業を行っております。主たる業務である預金業務、貸出業務ならびに有価証券運用等にお
いて、金利の変動リスクを有していることから、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行うとともに、そ
の一環として、デリバティブ取引を行っております。 

  （2）金融商品の内容及びそのリスク 
     当行グループが保有する金融資産は、主として国内のお取引先に対する貸出金であり、お取引先の債務不履

行による信用リスク及び金利の変動リスクに晒されております。また、有価証券は、主として債券、株式、
投資信託等であり、満期保有目的、純投資目的、政策投資目的及び売買目的で保有しております。これらは、
それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、価格の変動リスクに晒されております。 

     主な金融負債である預金については、流動性リスクが存在するとともに、金融資産と同様に金利の変動リス
クに晒されております。 

     デリバティブ取引に内在する主要なリスクは、金利、為替、株価等の市況変動に係る市場リスクと、取引相
手先の契約不履行などに係る信用リスクです。当行グループが利用しているデリバティブ取引は、大部分が
リスクヘッジを目的としており、デリバティブ取引の市場リスクは、ヘッジ対象取引の市場リスクとほぼ相
殺されています。なお、ヘッジ会計を適用したヘッジ手段は、金利スワップ、通貨スワップ等であり、ヘッ
ジ対象は有価証券等であります。 

  （3）金融商品に係るリスク管理体制 
    ① 信用リスクの管理 
      ｢信用リスク管理規程」等各種規程類を制定し、信用リスク管理の基本方針や管理体制を定め、適切な信

用リスク管理を行うための態勢整備を行っております。具体的には、審査部門が与信先の財務状況、資金
使途、返済財源等を的確に把握し、与信案件のリスク特性に応じた適切な審査を行っております。また、
与信管理部門は、信用格付制度の整備・運用のほか、与信の集中リスク回避を目的とした自主限度の設
定・管理、信用リスクの定量的把握を行い、計測した信用リスク量については、統合的リスク管理の枠組
みの中で、取締役会やリスク管理委員会にて報告・協議を行っております。 

    ② 市場リスクの管理 
      ｢市場リスク管理規程」等各種規程類を制定し、市場リスク管理の基本方針や管理体制を定め、適切な市

場リスク管理を行うための態勢整備を行っております。 
    （ⅰ）金利リスクの管理 

金利リスク管理については、定期的に有価証券及び預貸金等の資産・負債全体についての金利リスク量
を計測するとともに、金利ギャップ分析や金利感応度分析等を行い、ＡＬＭ戦略委員会及びリスク管理
委員会において報告・協議する体制としております。また、金利リスクを適切にコントロールするため、
金利リスク量に限度額を設定し、管理しております。 
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    （ⅱ）価格変動リスクの管理 
価格変動リスク管理については、金利リスク管理同様、リスク量の計測を行い、そのリスク量に対する
限度額を設定し、日々取得リスク量を管理しております。特に、純投資目的の有価証券については、リ
スク量管理に加え、取引限度額及び損失限度額を経営会議にて設定し、管理しております。また、政策
投資目的の株式については、残高削減等によるリスク量の軽減に努めております。 

    （ⅲ）為替リスクの管理 
外貨建資産・負債にかかる為替の変動リスクを把握し、経営会議にて定めた限度額の範囲に収まるよう
に管理するとともに、通貨スワップ等を利用し、リスクの軽減を図っております。 

    （ⅳ）デリバティブ取引 
デリバティブ取引については、ヘッジ目的での使用を基本としておりますが、限定的な範囲でディーリ
ング取引も行っております。なお、取引の執行、ヘッジの有効性評価、事務管理に関する部門について
は、それぞれ分離し、内部牽制を確立しております。 

    （ⅴ）市場リスクに係る定量的情報 
当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は､「預け
金｣､「コールローン｣､「買入金銭債権｣､「有価証券」のうち債券及び投資信託等､「貸出金｣､「預金｣、
｢債券貸借取引受入担保金｣､「借用金」及び「社債」などが該当します。また、価格変動リスクの影響
を受ける金融商品は､「有価証券」のうち株式及び投資信託等が該当します。 
当行では、これらの金融資産及び金融負債につき、金利及び価格の変動による損益又は経済価値への影
響額を把握するために、バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を算定し、内部管理に利用しております。
ＶａＲの算定は、分散共分散法（保有期間：リスク特性により３ヶ月から６ヶ月、信頼区間：99％、観
測期間：リスク特性により１年から５年）により行っており、当連結会計年度末の金額は、金利リスク
が 1,670百万円、価格変動リスクが24,303百万円となっております。 
なお、算定したＶａＲと実際の損益変動を比較するなどバックテスティングを実施しており、使用する
計測モデルが十分に市場リスクを捕捉しているかについて確認を行っております。 
また、金利リスクのＶａＲの算定については、流動性預金のうちコア預金（明確な金利改定間隔がなく、
預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間滞留することが見込
まれる預金）について、調整を行っております。当該ＶａＲは、過去の相場変動をベースに統計的に算
出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変す
る状況下のリスクは捕捉できない可能性があります。 

    ③ 流動性リスクの管理 
      ｢流動性リスク管理規程」等各種規程類を制定し、流動性リスク管理の基本方針や管理体制を定め、適切

な流動性リスク管理を行うための態勢整備を行っております。当行グループでは、安定した資金繰り管理
と、高い流動性準備の確保、及び流動性リスクが顕在化した場合に備えての予兆管理の徹底に努めており
ます。 

  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
     金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることもあります。 

 



03_0156801102606.docx 
㈱紀陽銀行様 招集 2014/05/19 21:53:00印刷 25/31 
 

― 41 ― 

 ２． 金融商品の時価等に関する事項 
    平成26年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません ((注２)参照)。ま
た、重要性の乏しいものについては、記載を省略しております。 

（単位：百万円）  
 連結貸借対照表

計上額 時 価 差 額 

（1）現金預け金 237,227 237,227 ―
（2）有価証券 
  満期保有目的の債券 133,880 133,648 △ 231
  その他有価証券 990,256 990,256 ―
（3）貸出金 2,600,169
   貸倒引当金（＊１） △ 27,409
 2,572,759 2,584,989 12,229

資 産 計 3,934,123 3,946,122 11,998
（1）預金 3,582,468 3,582,550 81
（2）譲渡性預金 100,559 100,559 ―
（3）債券貸借取引受入担保金 84,035 84,035 ―
（4）借用金 26,576 26,610 34
（5）社債 20,000 20,308 308

負 債 計 3,813,640 3,814,065 425
デリバティブ取引（＊２） 
 ヘッジ会計が適用されていないもの (367) (367) ―
 ヘッジ会計が適用されているもの (149) (149) ―

デリバティブ取引計 (517) (517) ―
 
 （＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 
 （＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 
 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては､（  ）で表示しております。 
 
  （注１）金融商品の時価の算定方法 
   資 産 
  （１）現金預け金 
     満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
  （２）有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格
等によっております。投資信託は、取引所の価格、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示され
た価格によっております。自行保証付私募債については､（3）貸出金の時価算定方法と同様の方法によっ
ております。 



03_0156801102606.docx 
㈱紀陽銀行様 招集 2014/05/19 21:53:00印刷 26/31 
 

― 42 ― 

  （３）貸出金 
     貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固
定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規
貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年
以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

     また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在
価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日に
おける連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を
時価としております。 

     貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについ
ては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、当該帳簿価
額を時価としております。 

 
   負 債 
  （１）預金、及び（２）譲渡性預金 
     要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。ま

た、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算
定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入
期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。 

  （３）債券貸借取引受入担保金 
     債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。 
  （４）借用金、及び（5）社債 
     借用金及び社債については、将来のキャッシュ・フローを同様の借入において想定される利率で割り引いて

現在価値を算定し、当該価額を時価としております。なお、短期市場金利に連動する変動金利によるものは、
当行並びに連結される子会社及び子法人等の信用状態が実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿
価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。 

 
   デリバティブ取引 
     デリバティブ取引は、金利関連取引 (金利スワップ)、通貨関連取引 (通貨先物、通貨オプション、通貨スワ

ップ等) であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によって
おります。 

 
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金

融商品の時価情報の「資産（２）その他有価証券」には含まれておりません。 
（単位：百万円） 

 
区   分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式（＊１） 2,335 
② 組合出資金（＊２） 480 

合   計 2,815 
 

 （＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象とはしておりません。 

 （＊２）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもの
で構成されているものについては、時価開示の対象としておりません。 
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 （税効果会計関係） 
｢所得税法等の一部を改正する法律｣（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月
１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成26年
４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算
に使用する法定実効税率は従来の37.7％から35.3％となります。この税率変更により、繰延税金資産は382百
万円減少し、その他有価証券評価差額金は16百万円増加し、法人税等調整額は398百万円増加しております。 

 
 （１株当たり情報） 
     １株当たりの純資産額       2,486円14銭 
     １株当たりの当期純利益金額     150円23銭 

（注）当行は、平成25年10月１日に株式会社紀陽ホールディングスを吸収合併しており、株式会社紀陽ホ
ールディングス普通株式10株につき当行普通株式１株の割当てを行いました。１株当たりの当期純
利益金額については、当連結会計年度の期首に当該割当てが行われたと仮定して算出しております。 

 
 （企業結合等関係） 
  （共通支配下の取引等） 
    当行と株式会社紀陽ホールディングスは、平成25年６月27日開催の株主総会において承認された合併契約書

に基づき、同年10月１日をもって合併いたしました。当該合併は、共通支配下の取引等であり、その概要は
次のとおりであります。 
１．各結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引
の目的を含む取引の概要 

    （1）結合当事企業の名称及びその事業の内容 
      ① 結合企業 
        名称    株式会社紀陽銀行 
        事業の内容 銀行業 
      ② 被結合企業 
        名称    株式会社紀陽ホールディングス 
        事業の内容 銀行持株会社 
    （2）企業結合日 
       平成25年10月１日 
    （3）企業結合の法的形式 
       当行を存続会社とする吸収合併 
    （4）結合後企業の名称 
       株式会社紀陽銀行 
    （5）取引の目的を含む取引の概要 

株式会社紀陽ホールディングスは、平成18年２月に、当行と株式会社和歌山銀行の経営統合をスムー
ズに進めていくことを目的に、両行の持株会社として設立されました。以降、平成18年10月の両行の
合併をはじめとする経営統合の推進や統合効果の早期実現に取組んでまいりました結果、株式会社紀陽
ホールディングス設立時の目的はほぼ達成されたものと考えております。 
一方、この間の当行を取巻く経営環境は大きく変化しており、今後、経営判断のさらなるスピード化や
より一層のガバナンスの強化などが求められることが予測されます。 
これらを踏まえ当行では、意思決定の迅速化や業務の効率化を図り、より健全かつ強固な財務基盤を確
立し、円滑な金融機能の発揮によって地域経済の活性化に引き続き貢献していくため、このたび純粋持
株会社制を廃止し、当行を中心とした、よりシンプルなグループ体制への再編を図ることとしたものです。 

２．実施した会計処理の概要 
｢企業結合に関する会計基準｣（企業会計基準第21号平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針｣（企業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日）に基づき、
共通支配下の取引として会計処理を行っております。 
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会計監査人の監査報告書 謄本  
独立監査人の監査報告書 

平成26年５月８日
 
株式会社紀陽銀行 
 取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 川 井  一 男 ㊞ 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥 田    賢 ㊞ 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 梅 津    広 ㊞ 

 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社紀陽銀行の平成25年４月１日か
ら平成26年３月31日までの第204期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以 上 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本  
独立監査人の監査報告書 

平成26年５月８日
 
株式会社紀陽銀行 
 取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 川 井  一 男 ㊞ 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥 田    賢 ㊞ 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 梅 津    広 ㊞ 

 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社紀陽銀行の平成25年４月１日から平成
26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社紀陽銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以 上 
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監査役会の監査報告書 謄本  
 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第204期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。 
 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
  監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。 

  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、財務報告に係る内部統制に
ついては、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該
事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

  さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第131
条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。    
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２．監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 
  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。 
  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。 
  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制
を含め、指摘すべき事項は認められません。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
   会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
（3）連結計算書類の監査結果 
   会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
 
   平成26年５月12日 

株式会社 紀陽銀行 監査役会 
 

常勤監査役    樋 口 勝 二 ㊞ 
常勤監査役    北 山 隆 一 ㊞ 
監査役      松 川 雅 典 ㊞ 
監査役      増 尾   穰 ㊞ 
監査役      大 平 勝 之 ㊞ 

 
  （注）監査役松川雅典、監査役増尾穰及び監査役大平勝之は、会社法第２条第16号及び第335条第３

項に定める社外監査役であります。 
 

 
以 上 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 
 
第１号議案 剰余金の処分の件 
 
第204期の業績および将来の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、剰余金の処分につい
ては、次のとおりとさせていただきたく存じます。 
期末配当に関する事項 
① 配当財産の種類 
   金銭といたします。 
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 
   普通株式     １株につき金30円    配当総額 2,177,846,070円 
③ 剰余金の配当が効力を生じる日 
   平成26年６月30日といたしたいと存じます。 
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第２号議案 取締役12名選任の件 
 取締役12名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。 
つきましては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。 
取締役候補者は、次のとおりであります。 

 
候補者 
番 号 

氏     名 
（生年月日） 

略         歴 
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況） 

所 有 す る 
当行の株式数 

１ 
かた やま ひろ おみ 

片 山 博 臣 
 

（昭和22年１月４日生） 

昭和47年２月 当行入行、名古屋支店長・人事部副部長
等を歴任 

平成５年10月 営業推進部長 
平成７年６月 堺支店長 
平成９年４月 総合企画部長 
平成９年６月 取締役総合企画部長 
平成９年８月 取締役総合企画部長兼頭取室長 
平成10年12月 取締役総合企画部長 
平成11年４月 取締役総務部長 
平成11年10月 取締役統括母店長兼東和歌山支店長 
平成13年５月 常務取締役統括母店長兼東和歌山支店長 
平成13年６月 常務取締役 
平成14年４月 代表取締役頭取（現任） 
平成18年２月 株式会社紀陽ホールディングス代表取締

役社長 
平成25年10月 株式会社紀陽ホールディングス代表取締

役社長 退任

38,614株 

２ 
いずみ  きよ てる 

泉  清 映 
 

（昭和29年12月１日生） 

昭和52年４月 当行入行、香港駐在員事務所長・深日支
店長等を歴任 

平成14年６月 営業企画部長 
平成15年４月 総合管理本部副本部長 
平成16年４月 総合管理本部部長 
平成17年６月 取締役総合管理本部長 
平成18年10月 取締役和歌山北事業部長 
平成20年６月 取締役和歌山北事業部長兼和歌山南事業

部長 
平成21年５月 取締役 
平成21年６月 株式会社紀陽ホールディングス常務取締

役 
平成21年６月 当行常務取締役 
平成25年６月 株式会社紀陽ホールディングス専務取締

役 
平成25年６月 当行専務取締役東京本部長兼東京支店長 
       （現任） 
平成25年10月 株式会社紀陽ホールディングス専務取締

役 退任

15,550株 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生年月日） 

略         歴 
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況） 

所 有 す る 
当行の株式数 

３ 
まつ おか  やす ゆき 

松 岡 靖 之 
 

（昭和30年10月18日生） 

昭和53年４月 当行入行、本店営業部次長・白浜支店長
等を歴任 

平成14年６月 経営企画部秘書室長 
平成14年10月 改革プロジェクト推進室長兼秘書室長 
平成15年４月 経営企画本部副本部長 
平成16年４月 経営企画本部部長 
平成17年６月 取締役営業推進本部長 
平成21年６月 常務取締役本店営業部長 
平成24年６月 常務取締役 
平成25年６月 専務取締役（現任）

15,503株 

４ 

もり かわ やす ひこ 

森 川 保 彦 
 

（昭和29年９月15日生） 

昭和52年４月 当行入行、審査部課長・審査部副部長・
融資本部部長等を歴任 

平成17年６月 執行役員融資本部長 
平成18年10月 執行役員本店営業部長 
平成19年６月 取締役本店営業部長 
平成21年６月 取締役融資本部長 
平成22年６月 常務取締役融資本部長兼融資部長 
平成23年６月 常務取締役融資本部長（現任）

15,311株 

５ 

なり た ゆき お 

成 田 幸 夫 
 

（昭和30年６月６日生） 

昭和53年４月 当行入行、総合企画部課長・東京事務所
長・経営企画部長等を歴任 

平成15年４月 東京本部副本部長 
平成16年４月 東京本部部長 
平成17年６月 執行役員東京本部長兼東京支店長 
平成18年10月 執行役員東京本部長兼市場営業部長兼東

京支店長 
平成19年４月 執行役員東京本部長兼市場営業部長 
平成20年６月 取締役東京本部長兼市場営業部長 
平成21年６月 株式会社紀陽ホールディングス取締役 
平成21年６月 当行取締役経営企画本部長 
平成22年６月 株式会社紀陽ホールディングス常務取締

役 
平成22年６月 当行常務取締役経営企画本部長 
平成24年６月 当行常務取締役本店営業部長（現任） 
平成25年10月 株式会社紀陽ホールディングス常務取締

役 退任

14,300株 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生年月日） 

略         歴 
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況） 

所 有 す る 
当行の株式数 

６ 
すず き けん じ ろう 

鈴木  健次郎 
 

（昭和26年５月15日生） 

昭和49年４月 大蔵省入省、世界銀行（在米国ワシント
ンＤＣ）日本代表理事補、大阪国税局間
税部長、大臣官房企画官、証券局証券市
場課公社債市場室長、近畿財務局総務部
長、関東財務局総務部長を歴任 

平成９年７月 大臣官房地方課長 
平成11年７月 中国財務局長 
平成13年１月 預金保険機構金融再生部長 
平成15年８月 衆議院財務金融常任委員会専門員・財務

金融調査室長 
平成19年７月 財務省 退職 
平成19年７月 独立行政法人中小企業基盤整備機構理事 
平成21年８月 当行執行役員 
平成22年６月 当行取締役 
平成24年６月 当行常務取締役（現任）

7,700株 

７ 
すず き きょう しゅう 

鈴 木 教 秀 
 

（昭和31年10月10日生） 

昭和56年４月 当行入行、野上支店長・紀三井寺支店長
等を歴任 

平成16年10月 岸和田支店連合店統括支店長 
平成18年４月 堺支店長 
平成21年６月 執行役員東京本部長兼東京支店長 
平成22年６月 取締役東京本部長兼東京支店長 
平成24年６月 取締役 
平成25年６月 株式会社紀陽ホールディングス常務取締

役 
平成25年６月 当行常務取締役（現任） 
平成25年10月 株式会社紀陽ホールディングス常務取締

役 退任

10,000株 

８ 

しま  けい じ 

島  慶 司 
 

(昭和33年５月19日生) 

昭和56年４月 当行入行、業務企画部副部長・公務営業
部副部長・経営企画部副部長等を歴任 

平成15年４月 堀止支店長 
平成17年４月 営業推進本部部長 
平成18年10月 営業推進本部ピクシス営業部長兼リテー

ル営業部長 
平成19年１月 海南駅前支店連合店統括支店長 
平成20年10月 融資部長 
平成21年６月 執行役員融資部長 
平成22年６月 取締役大阪北事業部長兼大阪南事業部長 
平成24年６月 取締役東京本部長兼東京支店長 
平成25年６月 常務取締役営業推進本部長兼大阪本部長 
       （現任）

7,700株 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生年月日） 

略         歴 
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況） 

所 有 す る 
当行の株式数 

９ 
ため おか ひで き 

爲 岡 英 喜 
 

（昭和34年３月６日生） 

昭和57年４月 当行入行
平成13年４月 経営企画部副部長 
平成18年10月 経営企画本部経営企画部長 
平成19年８月 東和歌山支店連合店統括支店長 
平成21年10月 営業推進本部営業統括部長兼リテール営

業部長 
平成22年６月 執行役員営業推進本部営業統括部長 
平成24年６月 取締役大阪事業部長（現任）

8,200株 

10 
いま むら ゆう いち 

今 村 裕 一 
 

（昭和31年９月28日生） 

昭和54年４月 当行入行、熊取支店長・泉北支店長等を
歴任 

平成18年４月 岸和田支店連合店統括支店長 
平成20年４月 大阪支店長 
平成22年10月 執行役員和歌山北事業部長兼和歌山南事

業部長 
平成24年６月 取締役堺支店長（現任）

7,311株 

11 
たけ なか よし と 

竹 中 義 人 
 

（昭和34年７月13日生） 

昭和58年４月 当行入行、泉北支店長・営業推進部部長
代理等歴任 

平成17年10月 経営企画部副部長 
平成18年４月 総合管理本部副部長 
平成18年10月 人事部副部長 
平成19年10月 人事部長 
平成23年６月 執行役員人事部長 
平成25年６月 取締役（現任）

6,900株 

12 

みず の はち ろう 

水 野 八 朗 
 

（昭和17年９月27日生） 

昭和47年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属）
昭和49年４月 和歌山弁護士会に登録換 
昭和62年４月 和歌山弁護士会会長、日本弁護士連合会

理事 
平成15年４月 近畿弁護士会連合会理事長 
平成19年６月 株式会社紀陽ホールディングス取締役 
平成25年10月 株式会社紀陽ホールディングス取締役 

退任 
平成25年10月 当行取締役（現任） 
（重要な兼職の状況） 
  弁護士水野法律事務所代表

2,600株 

 
 （注）1. 各取締役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。 

2. 水野八朗氏は、社外取締役候補者であります。 
同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護
士として豊富な経験と見識を有しており、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進に
ついて指導いただくため、社外取締役候補者とするものであります。また、同氏は、東京証券取引所
有価証券上場規程に定める一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件を満たしており、
同氏の再任が承認された場合、独立役員となる予定であります。 
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって９ヶ月となります。 

3. 水野八朗氏と当行との間で、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しており、同氏の再
任が承認された場合、当行は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、その契約内容の概
要は次のとおりであります。 
・社外取締役として任務を怠ったことにより当行に損害を与えた場合において、その職務を行うにつ
き、善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第１項に定義された最低責任限度額を
限度として、その責任を負う。 



04_0156801102606.docx 
㈱紀陽銀行様 招集 2014/05/20 21:26:00印刷 6/11 
 

― 53 ― 

第３号議案 監査役１名選任の件 
 本総会終結の時をもって監査役大平勝之氏は任期満了となります。つきましては、監査役１名の選
任をお願いいたしたいと存じます。 
なお、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。 
監査役候補者は、次のとおりであります。 

 
氏     名 
（生年月日） 

略         歴 
（地位及び重要な兼職の状況） 

所 有 す る 
当 行 の 株 式 数 

おお ひら かつ ゆき

大  平  勝  之 
 

(昭和19年２月５日生) 

昭和40年１月 和歌山県庁入庁
平成７年11月 和歌山県秘書課長 
平成10年４月 同 審議監 
平成11年４月 同 知事公室長 
平成12年10月 同 出納長 
平成13年６月 関西国際空港株式会社監査役 
平成16年10月 和歌山県出納長退任 
平成16年11月 和歌山県信用保証協会理事長 
平成17年６月 関西国際空港株式会社監査役退任 
平成18年６月 株式会社紀陽ホールディングス監査役
平成18年６月 当行監査役（現任） 
平成19年３月 和歌山県信用保証協会理事長退任 
平成25年10月 株式会社紀陽ホールディングス監査役
 退任

3,000株 

 
 （注）1. 上記監査役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。 

2. 大平勝之氏は、社外監査役候補者であります。 
同氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、和歌山県
出納長を４年間務め、和歌山県信用保証協会理事長及び関西国際空港株式会社監査役等を歴任しており、
その経験及び幅広い財務及び会計に関する見識から客観的・中立的な監査をいただくため、社外監査役候
補者とするものであります。 
なお、同氏の当行社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。 

3. 大平勝之氏と当行との間で、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しており、同氏の再
任が承認された場合、当行は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、その契約内容の概
要は次のとおりであります。 
・社外監査役として任務を怠ったことにより当行に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき、
善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第１項に定義された最低責任限度額を限度とし
て、その責任を負う。 

 
以 上 

 

  



04_0156801102606.docx 
㈱紀陽銀行様 招集 2014/05/20 21:26:00印刷 7/11 
 

― 54 ― 

インターネットによる議決権行使のお手続きについて 
 
 インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますよ
うお願い申しあげます。 
 

記 
1. 議決権行使サイトについて 
 (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（ｉモード、ＥＺ
ｗｅｂ、Ｙａｈｏｏ！ケータイ）から当行の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）
にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です｡（ただし、毎日午前２時から午前５時まで
は取り扱いを休止します｡） 
※ ｢ｉモード」は㈱ＮＴＴドコモ､「ＥＺｗｅｂ」はＫＤＤＩ㈱､「Ｙａｈｏｏ！」は米国Ｙａｈｏ
ｏ！Ｉｎｃ．の商標または登録商標です。 

 (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等
を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場
合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。 

 (3) 携帯電話による議決権行使はｉモード、ＥＺｗｅｂ、Ｙａｈｏｏ！ケータイのいずれかのサービス
をご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（ＳＳＬ通信）および携帯電話情報
の送信が不可能な機種には対応しておりません。 

 (4) インターネットによる議決権行使は、平成26年６月26日（木曜日）の午後５時まで受け付けいた
しますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせ
ください。 

 
2. インターネットによる議決権行使方法について 
 (1) 議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログイ
ンＩＤ」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。 

 (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するた
め、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになり
ますのでご了承ください。 

 (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」および「仮パスワード」をご通知いたします。 
 
3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い 
 (1) 議決権行使書用紙とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットに
よる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。 

 (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効と
させていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場
合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。 
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4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について 
  議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、
株主さまのご負担となります。また、スマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、パケット通信
料・その他スマートフォンまたは携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主さ
まのご負担となります。 

 
＜機関投資家の皆さまへ＞ 
 管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます｡）につきましては、株式会社東京証券取
引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し
込まれた場合には、当行株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォ
ームをご利用いただけます。 
 

以 上 
 

システム等に関するお問い合わせ 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 
電話0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料） 
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